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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次 第20期中 第21期中 第22期中 第20期 第21期

会計期間

自　2022年
　　４月１日
至　2022年

　　９月30日

自　2023年
　　４月１日
至　2023年

　　９月30日

自　2024年
　　４月１日
至　2024年

　　９月30日

自　2022年
　　４月１日
至　2023年

　　３月31日

自　2023年
　　４月１日
至　2024年

　　３月31日

売上高 (千円) 60,160 60,402 62,780 115,220 116,401

経常利益又は経常損失(△) (千円) 15,317 8,438 △3,083 19,658 12,001

中間（当期）純利益又は
中間純損失(△)

(千円) 9,435 5,564 △2,670 12,288 7,437

持分法を
適用した場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 64,400 64,400 64,400 64,400 64,400

発行済株式総数 (株)
普通株式　47,872
優先株式　　 903

普通株式　47,872
優先株式　　 903

普通株式　47,872
優先株式　　 903

普通株式　47,872
優先株式　　 903

普通株式　47,872
優先株式　　 903

純資産額 (千円) 1,147,576 1,155,994 1,155,197 1,150,429 1,157,867

総資産額 (千円) 1,160,100 1,165,678 1,163,422 1,183,374 1,225,820

１株当たり純資産額 (円) 8,850.07 9,024.02 9,005.48 8,908.73 9,062.21

１株当たり
中間(当期)純利益金額又は
１株当たり
中間純損失金額(△)

(円) 196.16 115.29 △56.73 254.81 153.48

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 98.9 99.2 99.3 97.2 94.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 49,736 33,038 32,308 54,050 31,304

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △22,012 △35,818 △187,939 △24,166 △36,755

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― ― ―

現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

(千円) 308,676 308,056 149,755 310,836 305,386

従業員数 (名) 1 1 1 1 1
 

(注) １　当社は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移
については、記載しておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、損益等に与える影響がないため記載しておりません。
３　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額は、潜在株式がないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社及び当社の関係会社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

 
３ 【関係会社の状況】

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 
４ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

 2024年９月30日現在

従業員数(名)         1
 

(注) １　従業員数は、就業人員数であります。
２　当社は、ゴルフ場事業の単一セグメント・単一事業部門であるため、ゴルフ場全体での従業員数を記載して

おります。

 
(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当中間会計期間において、当社の経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な

指標等について、既に提出した有価証券報告書に記載された内容に比して重要な変更はありません。

また、新たに定めた経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等はあり

ません。

 
(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について、重要な変更はありませ

ん。

また、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

 
２ 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社

の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリス

クの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 
３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）経営成績等の状況の概要

当中間会計期間における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）

の状況の概要は次のとおりであります。

 
① 財政状態及び経営成績の状況

当中間会計期間におけるわが国経済は、人手不足の強まりなどを背景に企業は労働力確保に向けた賃上げの動き

を積極化しています。また、全産業においてソフトウエア投資を含む設備投資が増加傾向にあり、引き続き企業の

投資意欲は高まる見込みです。

前事業年度と比較すると荒天や雷雨の影響でキャンセルが多くでたものの第１四半期を通してコンペ予約が増

え、来場者数が増加しました。しかしながら、第２四半期に入り7月の猛暑と８月の酷暑と８月末の台風接近の影響

によるキャンセルで来場者数が大きく減少し、上半期での来場者数減少の要因となりました。前事業年度は、夏季

期間にグリーンの状態を保てずご迷惑をお掛けした事もあり、注力しておりましたコースコンディションについて

は日頃のメンテナンスの見直しを図り大きな問題を抱えずシーズンを迎える事ができました。

当社がリゾートトラストゴルフ事業株式会社に運営委託しているグレイスヒルズカントリー倶楽部の当中間会計

期間の来場者数は22,693名、前年同期比では821名の減少（前年同期比3.5％減）となりました。会員来場者数は

9,830名と前年同期比398名（3.9％）減少し、ゲスト来場者数も12,863名と前年同期比423名（3.2％）減少しまし

た。メンバー比率は前年同期比0.2ポイント低下し43.3％となりました。

当中間会計期間の当社の売上高は、リゾートトラストゴルフ事業株式会社からの運営委託手数料収入等で構成さ

れており、62,780千円（前年同期比3.9％増）となりました。一方、販売費及び一般管理費は67,693千円（前年同期

比26.0％増）となりました。

その結果、営業損失4,913千円（前年同期は営業利益6,665千円）、経常損失3,083千円（前年同期は経常利益

8,438千円）、中間純損失は2,670千円（前年同期は中間純利益5,564千円）となりました。

前事業年度末に比べ、資産は62,398千円減少の1,163,422千円、負債は59,727千円減少の8,225千円、純資産は

2,670千円減少の1,155,197千円となりました。

 
② キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は前事業年度末に比べ155,630千円減少

し、149,755千円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、32,308千円（前年同期は33,038千円の増加）となりまし

た。これは、減価償却費が19,393千円、前払費用の減少額が17,728千円あったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間における投資活動による資金の減少は、187,939千円（前年同期は35,818千円の減少）となりまし

た。これは、有形固定資産の取得による支出が187,932千円あったこと等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間における財務活動による資金の増減はありませんでした（前年同期も増減なし）。
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③ 生産、受注及び販売の実績

当社はゴルフ場の管理を行っている会社のため、生産実績及び受注実績については該当事項はありません。

 
販売実績

区分

前中間会計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

当中間会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

運営委託契約等による手数料収入 60,382 0.4 62,770 4.0

その他 20 100.0 10 △50.0

合計 60,402 0.4 62,780 3.9
 

(注)　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前中間会計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

当中間会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

リゾートトラストゴルフ事業㈱ 60,382 99.9 62,770 99.9
 

 
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。

 
① 当中間会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

資産合計は1,163,422千円となり、前事業年度末と比べて62,398千円の減少となりました。これは、現金及び預金

の減少が75,630千円あったこと、関係会社短期預け金の減少が80,000千円あったこと、建物の増加が87,821千円

あったこと等によるものです。

負債合計は8,225千円となり、前事業年度末と比べて59,727千円の減少となりました。これは、未払金の減少が

59,660千円があったこと等によるものです。

純資産合計は1,155,197千円となり、前事業年度末と比べて2,670千円の減少となりました。これは中間純損失の

計上によるものです。

経営成績についての分析は「第２ 事業の状況　３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況の分析　(1) 経営成績等の状況の概要　① 財政状態及び経営成績の状況」をご参照ください。

経営成績に重要な影響を与える要因については「第２ 事業の状況　２ 事業等のリスク」をご参照ください。

 
② 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社の資本の財源及び資金の流動性については、既存施設の維持・管理を目的とした設備投資に必要な資金及び

その他の所要資金には手元資金を充当することを基本的な方針とし、必要に応じてグループ会社からの借入等によ

る資金調達を行うこととしております。

なお、当中間会計期間における現金及び現金同等物の残高は149,755千円であり、有利子負債はありません。

 
４ 【経営上の重要な契約等】

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 
５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【主要な設備の状況】

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 
２ 【設備の新設、除却等の計画】

前事業年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、当中間会計期間にお

いて、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社グレイスヒルズカントリー倶楽部(E04735)

半期報告書

 6/23



第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 148,000

優先株式 2,000

計 150,000
 

 
② 【発行済株式】
 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2024年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2024年12月24日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 47,872 47,872 非上場
完全議決権株式であり権利内容
に何ら限定のない当社における
標準となる株式(注)１、４

優先株式 903 903 同上
優先的配当を受ける権利を有す
る株式(注)２、３、４

計 48,775 48,775 ― ―
 

(注) １　普通株式の内容
(1) 完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。
(2) 普通株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

２　優先株式の内容
(1) 当社は、毎決算期において優先株式を有する株主に対し、普通株式を有する株主に先立ち、１株につき年

100円を限度として優先株式の発行に関する取締役会決議で定める額の利益配当金（以下「優先配当金」
という）を支払う。

(2) 優先株式の株主は、前項の優先配当金が支払われた後の残余の利益に対しては配当を受ける権利を有しな
い。

(3) 当社は、特定の事業年度における優先配当金の全部又は一部が支払われないときは、その不足額を翌事業
年度以降に累積し、累積した不足額については、優先配当金に先立ってこれを優先株主に支払う。

(4) 当社は、残余財産の分配をするときは、優先株式を有する株主に対し、普通株式を有する株主に先立ち、
その優先株式１株につき、80万円を限度として分配を行う。

(5) 優先株式の株主は、(4)の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しな
い。

(6) 優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しないものとする。ただし、下記の場合を除くものとす
る。
ア) 定時株主総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があった

ときは、次の定時株主総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されないときはその定時
株主総会の時から、議決権を有する。

イ) 定時株主総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があった
ときは、次の定時株主総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されたが否決されたとき
はその定時株主総会終結の時から、議決権を有する。

(7) 優先株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(8) 優先的配当を受ける権利を有する株式である。

３　当社は、定款の定めにより優先株式を引き受ける者の募集について、優先株式の種類株主を構成員とする種
類株主総会の決議を要しないものとする。

４　当社は単元株制度を採用していない。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】
 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2024年９月30日 ―

48,775
（普通株式

47,872
優先株式

903）

― 64,400 ― 515,549

 

 
(5) 【大株主の状況】

2024年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(％)

岡崎クラシック㈱ 愛知県岡崎市岩中町１
4,998
(―)

10.2
(―)

㈱セントクリークゴルフクラブ 愛知県豊田市月原町黒木１－１
3,998
(―)

8.2
(―)

多治見クラシック㈱ 岐阜県多治見市小名田町１
3,864
(―)

7.9
(―)

リゾートトラスト㈱ 名古屋市中区東桜２－18－31
1,584
(―)

3.2
(―)

昭永工業㈱ 三重県四日市市塩浜町１
126
(―)

0.3
(―)

計 ―
14,570
(―)

29.9
(―)

 

(注) １　(内書)は優先株式の株式数及び割合であります。なお、優先株式は全て議決権が発生しているため、所有議
決権数別の記載は省略しております。

    ２　所有株式数第６位にあたる84株を所有する株主の数が８名となっておりますので、上位５名のみの記載とし
ております。

 
(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2024年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ―

完全議決権株式（その他）

普通株式 47,872
 

47,872 ―

優先株式 903
 

903
優先株式の内容は「１ 株式等の状況
(1) 株式の総数等」の「② 発行済株
式」の注記に記載しております。

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 48,775 ― ―

総株主の議決権 ― 48,775 ―
 

 
② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

 
１　中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第３号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第４編の規定により第２種中間財務諸表を作成しております。

 
２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(2024年４月１日から2024年９月30日ま

で)の中間財務諸表について、篠藤公認会計士事務所　公認会計士　篠藤敦子により中間監査を受けております。

 
３　中間連結財務諸表について

当社には子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2024年３月31日)
当中間会計期間
(2024年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 105,386 29,755

  関係会社短期預け金 200,000 120,000

  売掛金 8,063 286

  その他 30,149 ※２  16,355

  流動資産合計 343,598 166,397

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） ※１  103,134 ※１  190,955

   構築物（純額） ※１  75,845 ※１  82,316

   コース勘定 112,298 130,986

   土地 149,796 149,796

   その他（純額） ※１  107,276 ※１  109,348

   有形固定資産合計 548,351 663,404

  無形固定資産 3,436 3,436

  投資その他の資産   

   投資有価証券 4,781 4,781

   関係会社株式 2 2

   長期前払費用 1,367 0

   差入保証金 324,230 324,230

   その他 52 1,168

   投資その他の資産合計 330,434 330,184

  固定資産合計 882,222 997,024

 資産合計 1,225,820 1,163,422

負債の部   

 流動負債   

  未払金 62,251 2,590

  未払法人税等 569 502

  その他 5,132 5,132

  流動負債合計 67,952 8,225

 負債合計 67,952 8,225

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 64,400 64,400

  資本剰余金   

   資本準備金 515,549 515,549

   その他資本剰余金 461,172 461,172

   資本剰余金合計 976,721 976,721

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 116,746 114,075

   利益剰余金合計 116,746 114,075

  株主資本合計 1,157,867 1,155,197

 純資産合計 1,157,867 1,155,197

負債純資産合計 1,225,820 1,163,422
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②【中間損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 2023年４月１日
　至 2023年９月30日)

当中間会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

売上高 60,402 62,780

売上総利益 60,402 62,780

販売費及び一般管理費 53,736 67,693

営業利益又は営業損失(△) 6,665 △4,913

営業外収益 ※１  1,772 ※１  1,830

経常利益又は経常損失(△) 8,438 △3,083

特別損失 0 194

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) 8,438 △3,278

法人税、住民税及び事業税 2,891 502

法人税等調整額 △17 △1,109

法人税等合計 2,873 △607

中間純利益又は中間純損失(△) 5,564 △2,670
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 64,400 515,549 461,172 976,721 109,308 109,308 1,150,429 1,150,429

当中間期変動額         

中間純利益又は中

間純損失(△)
    5,564 5,564 5,564 5,564

当中間期変動額合計 ― ― ― ― 5,564 5,564 5,564 5,564

当中間期末残高 64,400 515,549 461,172 976,721 114,872 114,872 1,155,994 1,155,994
 

 
当中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 64,400 515,549 461,172 976,721 116,746 116,746 1,157,867 1,157,867

当中間期変動額         

中間純利益又は中

間純損失(△)
    △2,670 △2,670 △2,670 △2,670

当中間期変動額合計 ― ― ― ― △2,670 △2,670 △2,670 △2,670

当中間期末残高 64,400 515,549 461,172 976,721 114,075 114,075 1,155,197 1,155,197
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 2023年４月１日
　至 2023年９月30日)

当中間会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) 8,438 △3,278

 減価償却費 16,770 19,393

 受取利息及び受取配当金 △1,454 △1,497

 固定資産除却損 0 194

 未払金の増減額（△は減少） △7,584 △6,368

 未払消費税等の増減額（△は減少） △1,100 ―

 その他 19,209 22,937

 小計 34,278 31,381

 利息の受取額 1,454 1,497

 法人税等の支払額 △2,694 △570

 営業活動によるキャッシュ・フロー 33,038 32,308

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △35,818 △187,932

 その他 ― △6

 投資活動によるキャッシュ・フロー △35,818 △187,939

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 財務活動によるキャッシュ・フロー ― ―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,779 △155,630

現金及び現金同等物の期首残高 310,836 305,386

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※  308,056 ※  149,755
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１　資産の評価基準及び評価方法

有価証券

イ　関連会社株式

移動平均法による原価法

ロ　その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

 
２　固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ８～46年

構築物 10～45年
 

 
３　収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する

通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

運営委託契約等による手数料収入

リゾートトラストゴルフ事業株式会社にゴルフ場の運営を委託しており、当社ゴルフ場に関する営業上の売上

及び営業費用は、リゾートトラストゴルフ事業株式会社に帰属するものとし、当社はリゾートトラストゴルフ事

業株式会社からの運営委託による手数料を受け取っています。手数料の受け取りに対するサービスの提供につい

ては、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると

判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。

 
４　中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

 
（中間貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額
 

 
前事業年度

(2024年３月31日)
当中間会計期間
(2024年９月30日)

有形固定資産の減価償却累計額 349,023千円 363,372千円
 

 
※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産の「その他」に含めて表示しております。

 

EDINET提出書類

株式会社グレイスヒルズカントリー倶楽部(E04735)

半期報告書

14/23



 

（中間損益計算書関係）

※１  営業外収益の主要項目
 

 
前中間会計期間

(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

当中間会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

受取利息 1,454千円 1,497千円
 

 
　２ 減価償却実施額

 

 
前中間会計期間

(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

当中間会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

有形固定資産 16,770千円 19,393千円
 

 
（中間株主資本等変動計算書関係）

Ⅰ　前中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

１　発行済株式に関する事項
 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 47,872 ― ― 47,872

優先株式(株) 903 ― ― 903

合計(株) 48,775 ― ― 48,775
 

 
２　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 
３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 
４　配当に関する事項

該当事項はありません。

 
Ⅱ　当中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

１　発行済株式に関する事項
 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 47,872 ― ― 47,872

優先株式(株) 903 ― ― 903

合計(株) 48,775 ― ― 48,775
 

 
２　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 
３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 
４　配当に関する事項

該当事項はありません。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
 

 
前中間会計期間

(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

当中間会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

現金及び預金 108,056千円 29,755千円

関係会社短期預け金 200,000千円 120,000千円

現金及び現金同等物 308,056千円 149,755千円
 

 
（金融商品関係）

１　金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（(注)を参照ください。）。また、「現金及び預金」

「売掛金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ものであることから、記載を省略しております。「関係会社短期預け金」については、預金と同様の取り扱いをして

おり、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

 
前事業年度（2024年３月31日）

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 投資有価証券    

その他有価証券 4,781 4,393 △387

(2) 差入保証金 324,230 215,150 △109,080

資産計 329,012 219,544 △109,467
 

 
当中間会計期間（2024年９月30日）

 
中間貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 投資有価証券    

その他有価証券 4,781 4,393 △387

(2) 差入保証金 324,230 200,213 △124,017

資産計 329,012 204,606 △124,405
 

 
(注)　市場価格のない株式等は、時価開示の対象としておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額（貸借対照

表計上額）は以下のとおりであります。

区分 前事業年度(千円) 当中間会計期間(千円)

関係会社株式（非上場株式） 2 2
 

 
２　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1) 時価で中間貸借対照表（貸借対照表）に計上している金融商品

前事業年度（2024年３月31日）

該当事項はありません。

 
当中間会計期間（2024年９月30日）

該当事項はありません。

 
(2) 時価で中間貸借対照表（貸借対照表）に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度（2024年３月31日）

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

その他有価証券 ― 4,393 ― 4,393

差入保証金 ― 215,150 ― 215,150

資産計 ― 219,544 ― 219,544
 

 
当中間会計期間（2024年９月30日）

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

その他有価証券 ― 4,393 ― 4,393

差入保証金 ― 200,213 ― 200,213

資産計 ― 204,606 ― 204,606
 

 
(注)　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

投資有価証券は、会員権流通市場における相場価格から算出した価格をもって時価としており、市場での取引頻度

が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル２の時価に分類しております。

 
差入保証金

差入保証金の時価は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを合理的に見積もりをした差入保証金の返還

予定時期に基づき、国債の利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 
（有価証券関係）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 
（持分法損益等）

 

 
前事業年度

(2024年３月31日)
当中間会計期間
(2024年９月30日)

関連会社に対する投資の金額 2千円 2千円

持分法を適用した場合の投資の金額 2千円 2千円
 

 

 
前中間会計期間

(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

当中間会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

持分法を適用した場合の投資利益の金額 ―千円 ―千円
 

 

EDINET提出書類

株式会社グレイスヒルズカントリー倶楽部(E04735)

半期報告書

17/23



 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

 金額(千円)

運営委託契約等による手数料収入 60,382

その他 20

顧客との契約から生じる収益 60,402

外部顧客への売上高 60,402
 

 
当中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

 金額(千円)

運営委託契約等による手数料収入 62,770

その他 10

顧客との契約から生じる収益 62,780

外部顧客への売上高 62,780
 

 
（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社の事業セグメントは、ゴルフ場事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の

記載を省略しております。

 
【関連情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

１　サービスごとの情報

当社は、ゴルフ場事業として単一のサービスを提供しております。

 
２　地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

 
(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 
３　主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称 売上高 関連するセグメント名

リゾートトラストゴルフ事業㈱ 60,382 ゴルフ場事業
 

 
Ⅱ　当中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

１　サービスごとの情報

当社は、ゴルフ場事業として単一のサービスを提供しております。

 
２　地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
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(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 
３　主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称 売上高 関連するセグメント名

リゾートトラストゴルフ事業㈱ 62,770 ゴルフ場事業
 

 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 
（１株当たり情報）

１株当たり純資産額並びに１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は、以下の

とおりであります。
 

 
前事業年度

(2024年３月31日)
当中間会計期間
(2024年９月30日)

(1) １株当たり純資産額 9,062円21銭 9,005円48銭
 

 

 
前中間会計期間

(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

当中間会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

(2) １株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間
純損失金額(△)

115円29銭 △56円73銭

（算定上の基礎）   

中間純利益金額又は中間純損失金額(△)(千円) 5,564 △2,670

普通株主に帰属しない金額(千円) 45 45

（うち優先配当額(千円)） (45) (45)

普通株式に係る中間純利益金額又は普通株式に係
る中間純損失金額(△)(千円)

5,519 △2,716

普通株式の期中平均株式数(株) 47,872 47,872
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

 
(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

 
当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第21期（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）2024年６月27日東海財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 
該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

 

2024年12月23日

株式会社グレイスヒルズカントリー倶楽部

取締役会　御中

 
篠藤公認会計士事務所

大阪府大阪市
 

公認会計士 篠　藤　敦　子
 

 
 
中間監査意見

私は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社グ

レイスヒルズカントリー倶楽部の2024年４月１日から2025年３月31日までの第22期事業年度の中間会計期間（2024年４月１日から

2024年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中

間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

私は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社グレイスヒルズカントリー倶楽部の2024年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2024年４月１

日から2024年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 
中間監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準におけ

る私の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定

に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、中間監査の意見表明の

基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報

を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか

を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示す

る必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、

中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中

間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基

礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監

査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし

た監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する

内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注

記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継

続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を

喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 
利害関係

会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以　　上　

 
 
※１　上記の中間監査報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。
　２　XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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